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別紙 

諮問第１０８７号 

 

答   申 

 

１ 審査会の結論 

「平成○年○月○日付けの教員の服務事故について（報告）」外４件を一部開示とし

た決定は、妥当である。 

 

２ 審査請求の内容 

（１）審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、東京都情報公開条例（平成11年東京都条例第５号。以下「条

例」という。）に基づき、審査請求人が行った「東京都内の公立中学校で平成○年度

に停職・減給処分された体罰報告書」の開示請求（以下「本件開示請求」という。）

に対し、東京都教育委員会が、別表１に掲げる５件の文書を対象公文書（以下「本件

対象公文書１～５」という。）として特定し、平成29年３月７日付けで行った一部開

示決定（以下「本件処分」という。）について、その取消しを求めるというものであ

る。 

 

（２）審査請求の理由 

審査請求書における審査請求人の主張は、以下のとおりである。 

 

当該情報は公務員の職務遂行に係る公文書であり、生徒・保護者の個人情報（氏名、

生年月日、住所等）以外は開示することにより、都民と情報を共有し、体罰を根絶し

て、体罰による被害者を出さないよう再発防止すべきである。 

 

３ 審査請求に対する実施機関の説明要旨 

理由説明書における実施機関の主張を要約すると、以下のとおりである。 

   

本件対象公文書１～５は、平成○年度中に任命権者である実施機関が、都内公立中学



  - 2 - 

校に勤務する教職員に対して、当該教職員が行った体罰を理由として停職又は減給の懲

戒処分を行った際、その処分決定過程において、服務監督権者である区市町村教育委員

会が実施機関宛てに提出した、当該服務事故に関する報告書である。 

 

本件対象公文書の記録内容のうち、次のアからキまでを開示しないこととした。 

ア 報告を行った区市町村教育委員会の名称が分かる部分 

 イ 事故の発生日時及び発生場所（実施機関が処分公表基準に基づき公表する処分理

由と同等の内容を除く。） 

ウ 事故者、被害者及び事故関係者の個人情報（関係者である学校職員の職名を除

く。） 

 エ 「確認した事故発生の経緯及び事実」（実施機関が処分公表基準に基づき公表す

る処分理由と同等の内容を除く。） 

オ 学校及び区市町村教育委員会の対応措置（一般的な内容の記載を除く。） 

カ 区市町村教育委員会の所見（一般的な内容の記載を除く。） 

キ 事故者、被害者及び関係者からの事情聴取又は聞き取りの内容 

 アからカまでは、事故者、被害者及び事故関係者に関する情報で、特定の個人を識別

することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することが

できることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にす

ることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため、条例７条２

号に該当する。 

 なお、施行通達により、公務員等の勤務態度、勤務成績、処分歴等職員としての身分

取扱いに係る情報などは、同号ハ「職務の遂行に係る情報」には当たらないとされてい

る。 

 また、区市町村教育委員会が管下の学校の教職員の服務事故について、当該教職員の

任命権者である実施機関宛ての報告書に記載したこれらの情報が公にされることとな

ると、今後、同種の事故が発生した場合に、区市町村教育委員会からの報告による適切

な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるお

それがあるため、同条６号に該当する。 

 キの情報は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの（他の情

報と照合することにより、特定の個人を識別することができるようになるものを含む。）
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であるため、同条２号に該当する。 

 また、事情聴取等で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生

した場合に、事故者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に

係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため、同条６号に該当す

る。 

 以上のことから、実施機関では、アからキまでを開示しないこととし、本件処分を行っ

たものである。 

 

４ 審査会の判断 

（１）審議の経過 

審査会は、本件審査請求について、以下のように審議した。 

年 月 日 審 議 経 過 

平成２９年 ８月 ２日 諮問（諮問第１０８７号） 

平成３０年 ７月２６日 実施機関から理由説明書収受 

平成３０年 ９月２７日 新規概要説明（第１９２回第一部会） 

平成３０年１０月２９日 審議（第１９３回第一部会） 

平成３０年１１月２１日 審議（第１９４回第一部会） 

平成３１年 １月２８日 審議（第１９６回第一部会） 

平成３１年 ２月２７日 審議（第１９７回第一部会） 

平成３１年 ４月１５日 審議（第１９８回第一部会） 

令和 元年 ５月２９日 審議（第１９９回第一部会） 

令和 元年 ６月２６日  審議（第２００回第一部会） 
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令和 元年 ７月１７日  審議（第２０１回第一部会） 

令和 元年 ９月２６日  審議（第２０２回第一部会） 

令和 元年１０月２９日  審議（第２０３回第一部会） 

令和 元年１１月１９日  審議（第２０４回第一部会） 

令和 元年１２月１１日  審議（第２０５回第一部会） 

 

（２）審査会の判断 

審査会は、本件審査請求に係る公文書並びに実施機関及び審査請求人の主張を具体

的に検討した結果、以下のように判断する。 

 

ア 教職員の服務事故に係る事務の流れについて 

都内の公立学校に勤務する教職員の服務事故が発生した際には、区市町村教育委

員会は、事故発生報告等事務処理要綱（昭和46年10月11日東京都教育委員会教育長

決定）に従い、実施機関である東京都教育委員会へ報告を行うこととなっており、

報告すべき事項の概要が判明した場合は、発生日時や状況等を記載した当該服務事

故に関する報告書（以下「状況報告書」という。）を作成し、実施機関に報告を行

う。 

実施機関は、状況報告書受領後に、服務事故を起こした教職員（以下「事故者」

という。）、校長等からの事情聴取を行い、認定した事実に基づき、事故者に対する

懲戒処分又は措置等の量定に係る原案を作成し、教職員懲戒分限審査委員会（以下

「懲戒分限委員会」という。）へ諮問する。その後、懲戒分限委員会答申を経て、

実施機関は処分等の量定を決定し、当該処分等の理由を記載した説明書（以下「処

分説明書」という。）を作成した上、事故者に通知を行う。 

 

イ 処分の公表について 

実施機関は、教職員の服務事故が増加している状況を踏まえ、主な非行事例につ
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いて懲戒処分の基準を示すことにより、教職員のさらなる自覚を促し、服務事故の

防止を徹底することを目的として、「学校に勤務する教職員の懲戒処分の公表等に

ついて」（平成12年12月26日付け、以下「公表基準」という。）に基づき、懲戒処分

に係る事案を積極的に公表することとしている。公表基準では、公表する処分の内

容及び方法が具体的に定められており、原則として、懲戒免職の場合には、氏名、

学校名、職名、年齢、性別、処分程度及び処分理由を、その他の場合には、校種、

職名、年齢、性別、処分程度及び処分理由を公表することとされている。 

 

ウ 本件対象公文書について 

本件対象公文書１～５は、いずれも都内の公立学校で発生した体罰事故につい

て、実施機関に対し提出された発生日時や状況等が記載されている報告書である。 

実施機関は、本件対象公文書１～５に記載された情報のうち、別表２に掲げる本

件非開示情報１から10までについては条例７条２号又は６号に該当するとして、本

件処分を行っている。 

なお、本件対象公文書１～５の記載情報のうち、事故者の職、年齢及び確認した

事故発生の経緯及び事実の一部は公表基準に基づき、６ヶ月程度の期間、実施機関

のホームページ上で公表された。 

 

エ 審査会の審議事項について 

審査請求人は審査請求書において、生徒・保護者の個人情報（氏名、生年月日、

住所等）を除いた部分の開示を求める旨主張している。さらに、実施機関は、平成

30年３月30日付けの一部開示決定より、本件処分において非開示とされた部分の一

部を、開示する処分変更を行っている。 

以上を踏まえ、審査会では、本件非開示情報１から10までのうち、本件非開示情

報４を除いたその余の部分の非開示該当性について検討する。 

 

オ 条例の定めについて 

条例７条２号本文は、「個人に関する情報（第８号及び第９号に関する情報並び

に事業を含む個人の当該事業に関する情報を除く。）で特定の個人を識別すること

ができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができ
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ることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にす

ることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」を非開示情報と規

定している。 

また、同号ただし書において、「イ 法令等の規定により又は慣行として公にさ

れ、又は公にすることが予定されている情報」、「ロ 人の生命、健康、生活又は財

産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」、「ハ 当該個人

が公務員等…である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であると

きは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」の

いずれかに該当する情報については、同号本文に該当するものであっても開示しな

ければならない旨規定している。 

条例７条６号は、「都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しく

は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることによ

り、…当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあるもの」を非開示情報と規定している。 

 

カ 本件非開示情報の非開示妥当性について 

（ア）条例７条２号該当性について  

本件非開示情報１、２、３、５、９、及び10は、事故者に関する情報であり、

特定の個人を識別することができる情報であることから、条例７条２号本文前段

に該当する。 

本件非開示情報７は、本件事故に係る事故発生の経緯及び事実に関する具体的

な内容が記載された部分であり、これには事故者及び事故関係者の氏名その他特

定の個人を識別することができる記載が含まれていることから、条例７条２号本

文前段に該当する。加えて、個人識別情報を除くその余の部分についても、被害

者である児童が具体的に受けた体罰の態様や怪我の状況等、当該児童にとって繊

細な内容を含むことから、これを開示することにより、当該児童の精神に大きな

負担となるなど、人格形成の途上にある児童の健全な発育に重大な影響を及ぼす

おそれがあるといえる。よって、条例７条２号本文後段にいう「特定の個人を識

別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するお

それがあるもの」に該当すると認められる。 
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（イ）条例７条２号ただし書該当性について 

条例７条は、開示請求に係る公文書に各号所定の非開示情報が記録されている

場合を除き、当該公文書を開示しなければならないことを原則とし、各号の適用

による非開示については、開示することの利益と開示することにより損なわれて

はならない利益との調整を図りつつ、厳格に判断すべきことを要請している。か

かる観点から、同条２号は、個人情報について、前者が後者を上回ることが定型

的に認められる情報の類型を同号ただし書において掲げている。 

条例７条２号ただし書イにいう「公にされている情報」とは、開示請求の時点

において、現に何人も容易に入手することができる状態におかれている情報をい

い、「公にすることが予定されている情報」とは、開示請求時点では上記の状態

にはないが、将来において何人も容易に入手できる状態におかれることが予定さ

れている情報をいう。一方、開示請求に係る個人情報が、過去の一定時点におい

ては公表されていたが現在は公表されていないといった場合については、上記の

意味において「公にされている情報」とは必ずしも言えないことから、単に公表

されていたという事実だけでなく、当該情報が公表された趣旨や、当該情報の内

容及び性質、公表から開示請求までに経過した期間等を勘案して、総合的に判断

することを要するものというべきである。 

本件対象公文書における記載情報の一部は、上記ウのとおり、公表基準に基づ

き、約６ヵ月間に渡り実施機関のホームページにおいて公表されていたものであ

り、審査会が見分したところ、本件非開示情報１、２、３、５、７、９、及び10

のうち事故者の職、年齢及び確認した事故発生の経緯及び事実の一部については、

その際の公表情報に含まれていたことが確認された。また、それらの公表時期に

ついて実施機関に聴取したところ、いずれも現在は公表を終了しており、本件対

象公文書１～５に係る懲戒処分のうち公表時期が最も新しいものについても、そ

の公表終了から本件開示請求までに１年以上の期間が経過していることが確認

された。 

一般に、公表終了から時間が経過するにともなって、社会の関心や記憶は薄れ

ていき、次第に公衆が当該情報を容易に入手しうる状態におかれているとはいえ

なくなるものである。一方で、本件対象公文書は、服務事故についての報告書で

はあるものの、その内容は懲戒処分に係る事案として公表基準に基づき公表され
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た情報を含むものであり、懲戒処分を受けたという情報は、被処分者たる当該事

故者の社会的評価を低下させる性質を有し、事故者の名誉や資質にかかわる機微

な情報であるといえる。 

また、前記（ア）で述べたとおり、被害児童が具体的に受けた体罰の態様や怪

我の状況等の情報は、当該児童にとって繊細な内容を含む情報であることから、

これを開示することにより、当該児童の精神に大きな負担となるなど、人格形成

の途上にある児童の健全な発育に重大な影響を及ぼすおそれがあるといえる。以

上の情報の性質に鑑みれば、公表基準の趣旨を考慮しても、公表終了から相当の

期間が経過することにより、事故者及び当該児童の権利利益を守る必要性が増し

ていくものというべきである。そうすると、本件非開示情報１、２、３、５、７、

９、及び10に過去の公表情報が含まれているとしても、その公表終了から開示請

求までに１年以上を経過していることを踏まえれば、これらを開示することの利

益より、開示することにより損なわれる当該個人の権利利益を保護する必要性の

方が大きいものと認められ、当該情報はもはや「公にされている情報」には該当

しないと解するのが相当である。 

よって、本件非開示情報１、２、３、５、７、９、及び10は、「法令等の規定

により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」とは

認められず、同号ただし書イに該当しない。 

 また、本件非開示情報１、２、３、５、７、９、及び10は、その内容及び性質

から同号ただし書ロにも該当しない。 

なお、審査請求人は、本件非開示情報は同号ただし書ハに該当する旨主張して

いるが、これらはいずれも懲戒処分という身分取扱い上の処遇の経緯に関する情

報又は被害児童の個人に関する情報を含むものであって、職務の遂行に係る情報

には当たらないことから、同号ただし書ハにも該当しない。 

     したがって、本件非開示情報１、２、３、５、７、９、及び10については、 

条例７条２号に該当するとして、当該部分を非開示とした決定は妥当である。 

  

（ウ）条例７条６号該当性について 

  ａ 本件非開示情報６について 

  本件非開示情報６には、事情聴取に係る情報が記載されており、これらを
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公にすることにより、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの

事情聴取による適正な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正か

つ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例７条６号

に該当し、同条２号該当性について判断するまでもなく、非開示が妥当であ

る。 

 

ｂ 本件非開示情報８について 

本件非開示情報８には、区市町村教育委員会の所見が記載されており、こ

れらを公にすることにより、今後、区市町村教育委員会による率直な意見表

明が行われなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂

行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例７条６号に該当し、

同条２号該当性について判断するまでもなく、非開示が妥当である。 

    

よって、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申に関与した委員の氏名） 

樋渡 利秋、安藤 広人、塩入 みほも、寺田 麻佑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - 10 - 

別表１ 

対象公文書名 本件対象公文書 

平成○○年○月○日付けの教員の服務事故について（報告） １ 

平成○○年○月○日付けの教員の服務事故について（報告） ２ 

平成○○年○月○日付けの教員の服務事故について（報告） ３ 

平成○○年○月○日付けの教員の服務事故について（報告） ４ 

平成○○年○月○日付けの教員の服務事故について（報告） ５ 

 

別表２ 

本件対象公文書 非開示情報 本件非開示情報 

１から５まで 

事故者の氏名、所属、生年月日、担任（学年・

学級）及び所属校 
１ 

事故者の部活動顧問歴 ２ 

事故者の年齢、担当教科、校務分掌及び教職

年数 
３ 

事故関係者（生徒・保護者）の氏名、学年・

学級、生年月日、年齢、所属及び住所 
４ 

文書番号、区市町村教育委員会名、区市町村

教育長名、教育委員会の公印印影、事故発生

場所、校長の氏名、関係教職員の氏名 

５ 

事故者、被害者及び事故関係者からの事情聴

取内容 
６ 

事故の具体的な経緯、体罰の詳細な状況、事

故に直接関係する言動等 
７ 

区市町村教育委員会の所見 ８ 

本件対象公文書の１～５に添付されている

資料の件名 
９ 

本件対象公文書の１～５に添付されている

資料 
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